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１．はじめに 

新学習指導要領の改訂においては、すべての教科等の目標及び内容が「知識及び技能」、「思

考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の育成を目指す脂質・能力の三つの

柱で再整理されました。各教科における評価は、学習指導要領に示された各教科の目標や内容

に照らして学習状況を評価するものです。以下の図のような観点で評価します。 

 

【資質・能力の三つの柱】      【観点別学習状況の評価】 

 「知識及び技能」          「知識・技能」 

 「思考力・判断力・表現力等」    「思考・判断・表現」 

 「学びに向かう力・人間力等」    「主体的に学習に取り組む態度」 
                    

「感性・思いやり」  

 

  特に「学びに向かう力、人間性等」は、「主体的に学習に取り組む態度」として観点別学習状

況の評価を通じて見取ることができる部分と、観点別学習状況の評価や評定にはなじまない個

人内評価を通じて見取る部分があります。「感性・思いやり」等、生徒一人一人の良い点や可能

性、進歩の状況などについては、学習過程において積極的に生徒に伝えていきます。 

（個人内評価は、評定に入れません。） 

 

２．観点別学習状況の各観点の趣旨について 

【知識・技能】 

各教科における学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価するとともに、

それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、ほかの学習や生活の場面

でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能を習得したりしているかを評価します。 

 

【思考・判断・表現】 

   教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力・判断力・表現

力等を身に付けているかどうかを評価します。 

 

【主体的に学習に取り組む態度】 

   知識及び技能を獲得したり、思考力・判断力・表現力等を身に付けたりするために、自ら

の学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、

学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価します。 

３．観点別学習状況の観点別評価と評定について 

  各教科の評価・評定は絶対評価です。これは下のような「評価基準」を設け、達成率に基づ

いて評価・評定を出します。 

  観点別評価は、全教科３観点でそれぞれ達成率を算出し、Ａ・Ｂ・Ｃの評価がつきます。さ

らにこれを総括的に見て、５・４・３・２・１の評定を出します。 

  全教科、三つの観点の比率は１：１：１で評定を算出します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※観点別学習状況の評価の Aについては、その実現状況に幅があり、B に近い A もある

ため、各観点が全て A でも、必ずしも５にはなりません。また、観点学習状況の評価の C

についても Bに近い C もあるため、各観点が全て Cでも、必ずしも１にはなりません。 
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◎各観点が全て A ならば ⇒ 評定は４以上になる（３，２，１にはならない） 

◎各観点が全て B ならば ⇒ 評定は３となる（５，４，２，１にはならない） 

◎各観点が全て C ならば ⇒ 評定は２以下になる（５，４，３にはならない） 

１学期の評価・評定 ： １学期間の取り組みの成果が対象です。 

２学期の評価・評定 ： １・２年生 ２学期間の取り組みの成果が対象です。 

３年生 １・２学期の取り組みの成果が対象です。 

３学期の評価・評定 ： ３学期を含む、１年間トータルの取り組みの成果が、評価・評

定の対象です。３学期のみの成績ではありませんのでご注意く

ださい。 


